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1. はじめに 

本業務は、最上川水系立谷沢川流域における砂防施設等の状況把握を行い、現地状況の把握結果を

報告するものである。状況把握対象施設は、立谷沢川流域の砂防施設 47 施設である。状況把握箇所は、

砂防堰堤では主堰堤、副堰堤、水叩、側壁、法面、周辺地山等で、その他主要工作物（流路工、工事

用道路及び橋梁）についても状況把握を行っている。状況把握は、定期と臨時に区分される。定期は、

毎年 1 回以上、全施設について実施するものである。臨時は、施設の異常時又は基準の降雨量及び地

震震度階を超えた場合に行うものであり、47 施設のうち主要施設 15 施設を対象としている。工期は、

平成27年 4月 28日～平成28年 3月 25日までの約11ヶ月間である。今年度の砂防施設等状況把握は、

12 月末時点で定期点検を 1 回（45 施設実施、2 施設中止）、臨時点検を 1 回実施している。 

砂防施設は、立谷沢川本川だけでなく、本川に流入する支川も含め、立谷沢川流域に広く分布する。

近年、工事用道路の路肩崩落や斜面崩壊、河川による浸食で道路が荒れてきて、草木が生い茂ってい

る箇所も多く、徒歩で伐採しながら移動する工程が多くなっている。当業務の流路工の状況把握時に

手の甲に鉈による切傷を負ったことで、伐採作業の安全対策を見直してこれからの業務に活かしてい

く必要に迫られた。本稿では伐採作業の安全対策について紹介する。 

 

2. 伐採作業における安全対策 

砂防施設等状況把握での現地作業では、主に目視による確

認を行うが、対象物に近づけない場合は望遠鏡を使用して確

認する。そして対象物を記録するものとしてカメラでの写真

撮影を行う。 

しかし、対象物が近くても遠くても草木が生い茂り、見え

なくて状況把握できない場合が多々ある。このような状況で

対象物を確認し写真撮影を行っても、良い結果は得られない。

このため、鎌、鉈、鋸及び刈払機を使用して伐採してから施

設の状況把握を行い、写真撮影を行っている。 

伐採作業は特に危険を伴うため、前述の伐採道具の特徴と使用方法を良く理解する必要がある。こ

のため、森林組合から伐採に詳しい外部講師を招聘し、当業務に携わる者だけでなく弊社全体を対象

に実技講習会を開催した。講師から弊社においで頂き、講習会は弊社駐車場で行い、準備して頂いた

テキストに添って説明と実演をして頂いた。その中で安全作業上の主な注意事項を次に記載する。 
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（1）服装と保護具 

①安全の第一歩は服装で、作業着は袖じまりの良い長

袖の上衣、裾じまりの良い長ズボンを着用すること。 

②履物は作業に適した丈夫で、滑らないものを着用す

ること。 

③合図に必要な呼子を携帯すること。 

④保護帽は規格に合ったものを選び、あごひもをしっ

かり締めるなど正しく着用すること。 

⑤作業を行うときは、滑り止めの付いた手袋を着用す

ること。 

⑥必要に応じ、防塵めがね、防蜂網を使用すること。 

（2）悪天候時の作業の中止 

①強風、大雨、大雪等の悪天候のため、危険が予想さ

れるときは作業を中止すること。 

②台風や大雨などの後は、作業地を見回るなどして危

険がないことを確かめてから作業を開始すること。 

③雷の発生又は雷雲が近づき危険が予想されるときは、

作業を中止し、工具、器具等を身体から離し、速や

かに安全な場所へ避難すること。 

（3）作業中の歩行 

①作業中の歩行における鎌、鉈等の手工具の携行は、柄を水平に、刈刃を前に保持し、急傾斜地や

滑りやすい箇所では、工具、器具は谷側に持ち、山側の手はできるだけあけておく。 

②鎌などの手工具は、杖がわりに使用しないこと。 

③足元に十分注意し、組作業を行うときは他の作業者の位置を確かめ、鎌、刈払機の使用中の人の

周囲では、届く距離の 2 倍の範囲内には立ち入らないこと。 

 

3. おわりに 

伐採作業は当業務に限らず、多くの業務で行われる。今回の専門家による実技講習会で学んだこと

を、ひとり一人が安全意識を持ってこれからの業務に活かしていくことが大切である。弊社では定期

的に労働安全衛生委員会を開催し、労働災害を防止するための話し合いが行われ、安全についての理

解を深めている。更に今年度は、日本赤十字社から講師を招いて 2 回、「傷の手当、搬送」「骨折の手

当、搬送法」を三角巾、担架等を用いて社内研修会を開催した。事故を起こさないことが第 1 である

が、怪我をした場合の応急手当もできるように日頃から訓練することも重要である。この両面から安

全教育と安全の意義の理解を根気良く繰り返し行って、自分の身に着けることが大切である。 

ご指導いただいた発注者、砂防出張所の監督職員の皆様をはじめ関係諸氏に対し深く感謝申し上げ

ます。                                        以上 
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